
 
2021年 4月 1日 

「三菱マテリアルテクノ健康経営宣言」制定について 

 

当社はこのたび「三菱マテリアルテクノ健康経営宣言」を制定しましたので、お知らせいたします。 

 

当社では、健康経営責任者（代表取締役社長）の下、健康経営推進を統括する機能として、健康経

営推進委員会（委員長：副社長）を設置します。安全衛生統括部・総務部・事業本部・産業保健ス

タッフから担当社員を選任し、各事業所の健康づくり担当者と連携して、社員とその家族の健康保

持・増進と働きやすい環境づくりのための取り組みを推進していきます。 

  【取り組み内容】 

  １． 健康診断の受診100%を実現       

  ２． 健康管理・安全衛生活動への取り組み 

  ３． 受動喫煙防止対策への取り組み  

  ４． メンタルヘルス教育の充実・休業者復帰者支援への取り組み  

  ５． 健康保険組合推奨事業の活用      

  ６． 感染症予防対策への取り組み 

 

三菱マテリアルテクノ 健康経営推進委員会 組織図 

 

 

また、2019年 4月 1日より取り組んでまいりました健康企業宣言の活動について、2020年 5月 13日付

で健康保険組合連合会東京連合会から「健康優良企業」（健康優良企業認定番号 健銀第1148号）に認定

されました。今後も、社員のさらなる健康づくりの取り組みを積極的に推進し、健康経営に努めてまい

ります。 

 


